
JP 2018-5234 A 2018.1.11

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】別途の遮光幕がなくても、車両内部の画像表示
装置の画面視認性に優れ、車窓への画面の反射を防止で
きる反射型光制御フィルムを提供する。
【解決手段】一つの面に複数の突出したラインパターン
１００を有し、ラインパターン１００はその長さ方向と
は異なる方向で向かい合う第１側面１００ａと第２側面
１００ｂとを含み、第１側面１００ａは一つの面に対し
て所定の傾斜角ａを有し、第１側面１００ａは光反射層
１１０を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つの面に複数の突出したラインパターンを有し、
　前記ラインパターンはその長さ方向とは異なる方向で向かい合う第１側面と第２側面と
を含み、
　前記第１側面は前記一つの面に対して所定の傾斜角を有し、
　前記第１側面は光反射層を備える反射型光制御フィルム。
【請求項２】
　反射型光制御フィルムの前記一つの面とは異なる他方の面から入射した光は、前記第２
側面、および、前記一つの面におけるラインパターンが形成されていない部分、のうちの
少なくとも一方に出射する請求項１に記載の反射型光制御フィルム。
【請求項３】
　前記傾斜角は１５°～４８°である請求項１に記載の反射型光制御フィルム。
【請求項４】
　前記第２側面は前記一つの面に対して垂直である請求項１に記載の反射型光制御フィル
ム。
【請求項５】
　前記第１側面と前記第２側面とはラインパターンの先端で稜部を形成する請求項１に記
載の反射型光制御フィルム。
【請求項６】
　前記光反射層は金属層である請求項１に記載の反射型光制御フィルム。
【請求項７】
　前記ラインパターンの幅（ｐ）は１０～２００μｍである請求項１に記載の反射型光制
御フィルム。
【請求項８】
　前記光反射層の厚さ（ｄ）は１００～８００ｎｍである請求項１に記載の反射型光制御
フィルム。
【請求項９】
　前記ラインパターン間の距離（Ｌ）と前記ラインパターンの幅（ｐ）との比はＬ：ｐ＝
１：１～１．４である請求項１に記載の反射型光制御フィルム。
【請求項１０】
　前記光反射層上に遮光層をさらに備える請求項１に記載の反射型光制御フィルム。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の反射型光制御フィルムを表示部の外面に備える
車載用画像表示装置。
【請求項１２】
　前記表示部の外面に、太陽光の入射方向と前記第１側面とが向かい合う向きで前記反射
型光制御フィルムを備える請求項１１に記載の車載用画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、反射型光制御フィルム、および、それを備える車載用画像表示装置、に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　フラットパネルディスプレイは、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ＰＣ、テレビ、
車両用情報表示装置などの情報表示用デバイスとして多く使用されている。
【０００３】
　従来、車両用情報表示装置では、フラットパネルディスプレイの使用はナビゲーション
装置に限られていた。しかし、近年、タッチパネル技術の発展、車両への電子機器の導入
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、電気自動車の実用化、により、従来はボタンやダイヤルで操作していた車両内部の各種
入力装置が、大画面のタッチパネルディスプレイ装置に統合される傾向にある。
【０００４】
　ところが、図１に示すように、車両内のディスプレイ画面は、太陽光の反射のために画
面の視認が困難である問題や、車両の各種情報を表示する画面が車窓に反射し運転者の視
野を阻害する問題、を有する。特に夜間には、この視野阻害により深刻な危険がもたらさ
れる場合もある。
【０００５】
　この問題を解決するために、従来は、ディスプレイの周りに遮光幕を備える等の対策が
採用された。しかし、車両内のディスプレイ装置が大型である場合には、別途の遮光幕な
どを備えることが困難である。
【０００６】
　その一方で、以前より、ディスプレイ画面の視野角を制限するために、視野角制限フィ
ルムが使用されている。視野角制限フィルムとは、携帯電話や携帯情報端末の画面表示を
ユーザ以外の第三者が側面などから視認することを防ぎ、プライバシーの侵害および情報
の漏洩を防止する機能を有するフィルムである。視野角制限フィルムは、光制御フィルム
（ｌｉｇｈｔ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｉｌｍ）、セキュリティフィルム等とも呼ばれる。
【０００７】
　韓国公開特許第２０１４－０１３７０１２号公報に開示されているように、従来の視野
角制限フィルムは、特定の方向（正面）からのみ画面が視認可能な機能を提供するだけで
あった。このため、外部から入射する太陽光を遮断しなければならない車載用ディスプレ
イには適していない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】韓国公開特許第２０１４－０１３７０１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、車両内部のディスプレイ用光制御フィルムであって、別途の遮光幕などがな
くても、車内の乗員が画面を容易に視認できる反射型光制御フィルムを提供することを目
的とする。
【００１０】
　また、本発明は、車両内部のディスプレイ用光制御フィルムであって、別途の遮光幕な
どがなくても、車窓への画面の反射を防止できる反射型光制御フィルムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　１．一つの面に複数の突出したラインパターンを有し、
　前記ラインパターンはその長さ方向とは異なる方向で向かい合う第１側面と第２側面と
を含み、
　前記第１側面は前記一つの面に対して所定の傾斜角を有し、
　前記第１側面は光反射層を備える反射型光制御フィルム。
【００１２】
　２．前記項目１において、反射型光制御フィルムの前記一つの面とは異なる他方の面か
ら入射した光は、前記第２側面、および、前記一つの面におけるラインパターンが形成さ
れていない部分、のうちの少なくとも一方に出射する反射型光制御フィルム。
【００１３】
　３．前記項目１において、前記傾斜角は１５°～４８°である反射型光制御フィルム。
【００１４】
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　４．前記項目１において、前記第２側面は前記一つの面に対して垂直である反射型光制
御フィルム。
【００１５】
　５．前記項目１において、前記第１側面と前記第２側面とはラインパターンの先端で稜
部を形成する反射型光制御フィルム。
【００１６】
　６．前記項目１において、前記光反射層は金属層である反射型光制御フィルム。
【００１７】
　７．前記項目１において、前記ラインパターンの幅は１０～２００μｍである反射型光
制御フィルム。
【００１８】
　８．前記項目１において、前記光反射層の厚さは１００～８００ｎｍである反射型光制
御フィルム。
【００１９】
　９．前記項目１において、前記ラインパターン間の距離（Ｌ）と前記ラインパターンの
幅（ｐ）との比はＬ：ｐ＝１：１～１．４である反射型光制御フィルム。
【００２０】
　１０．前記項目１において、前記光反射層上に遮光層をさらに備える反射型光制御フィ
ルム。
【００２１】
　１１．前記項目１～１０のいずれか一つに記載の反射型光制御フィルムを表示部の外面
に備える車載用画像表示装置。
【００２２】
　１２．前記項目１１において、前記表示部の外面に、太陽光の入射方向と第１側面とが
向かい合う向きで前記反射型光制御フィルムを備える車載用画像表示装置。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の反射型光制御フィルムを用いれば、別途の遮光幕などを備えていなくても、車
両の乗員が画面を容易に視認できる。
【００２４】
　また、本発明の反射型光制御フィルムを用いれば、別途の遮光幕などを備えていなくて
も、車窓への画面の反射が防止される。
【００２５】
　さらに、本発明の反射型光制御フィルムは、遮光層をさらに備えている場合、太陽光の
フィルム上における反射を防止し、車両の乗員の画面視認性をさらに向上させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】従来の、車両内部のディスプレイ装置、太陽光、車窓、および、乗員、の関係を
示す概略図。
【図２】本発明の反射型光制御フィルムの一実施形態の斜視概略図。
【図３】本発明の反射型光制御フィルムの一実施形態の断面図。
【図４】本発明の反射型光制御フィルムの一実施形態の断面図。
【図５】実験例における透過率の測定時の視野角を示す概念図。
【図６】本発明の反射型光制御フィルムの実施例のＳＥＭ写真。
【図７】本発明の反射型光制御フィルムの実施例のＳＥＭ写真。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明は、一つの面に複数の突出したラインパターンを有し、前記ラインパターンはそ
の長さ方向とは異なる方向で向かい合う第１側面と第２側面とを含み、前記第１側面は前
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記一つの面に対して所定の傾斜角を有し、かつ、前記第１側面が光反射層を備える、こと
により、別途の遮光幕がなくても、車両内部の画像表示装置の画面視認性に優れ、車窓へ
の画面の反射が防止される反射型光制御フィルムに関する。
【００２８】
　本発明において、「第１」および「第２」は、構成要素を区分する用途に使用されるも
のであり、手順、方向などの他の意味を有するものではない。
【００２９】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態をより具体的に説明する。ただし、本明細書
に添付される図面は、本発明の好適な実施形態を例示するものであって、発明の詳細な説
明とともに本発明の技術思想をさらに理解する一助となる役割を果たすものであるため、
本発明は図面に記載された事項のみに限定されて解釈されるものではない。
【００３０】
　図２～図４は、本発明の反射型光制御フィルムの一実施形態を概略的に示している。
【００３１】
　本発明の反射型光制御フィルム１０は、一つの面に、複数の突出したラインパターン１
００を備える。
【００３２】
　ラインパターン１００は、反射型光制御フィルム１０の一端から他端までライン状に突
出している形態を有する。本発明において、ラインパターン１００の長さ方向は、一つの
ラインパターン１００が形成される反射型光制御フィルム１０の一端から他端までの直線
方向を意味する。
【００３３】
　ラインパターン１００は、ラインパターン１００の長さ方向とは異なる方向で向かい合
う第１側面１００ａと第２側面１００ｂとを備える。本発明に係る光制御フィルム１０で
は、第１側面１００ａは、ラインパターン１００が形成されているフィルムの一つの面に
対して所定の傾斜角（ａ）を有する。
【００３４】
　図１に示すように、従来の車載用画像表示装置は、遮光幕がないと、太陽光のために画
面の視認が困難である問題や、車窓への画面の反射により運転視野が阻害される問題があ
った。
【００３５】
　これに対して、本発明の光制御フィルム１０は、ラインパターン１００の傾斜する第１
側面１００ａに光反射層１１０を備えることにより、太陽光の反射、および、車窓への画
面の反射、を防止できる。光反射層１１０は、ラインパターン１００が形成されている光
制御フィルム１０の一つの面の反対面（他方の面）から入射する、画像表示装置から出射
した光を、光反射層１１０で反射して目的とする方向に出射する（ラインパターン１００
が形成されていない部分では、光反射層１１０に反射せずに出射する。）ことにより、車
窓への画面の反射による運転者の視野阻害を防止できる。また、画面表示装置の方向に入
射する太陽光を光反射層１１０で反射することにより、太陽光の反射による画面の視認性
低下を防止できる。この観点から、本発明に係る反射型光制御フィルムは、太陽光の入射
方向と第１側面とが向かい合うように、車載用画像表示装置の表示部の外面に備えられる
ことが好ましい。
【００３６】
　ラインパターン１００の第１側面１００ａは、前記一つの面に対して所定の傾斜角（ａ
）で傾斜する構造を有する。その傾斜角（ａ）は、画面の車窓への反射を防止するととも
に画面視認性を高めることができる角度であれば制限されないが、前記効果を最大化する
観点から４８°以下であることが好ましい。傾斜角（ａ）の下限は特に限定されないが、
傾斜角（ａ）が小さすぎると画面視認性が低下するため、１５°以上であることが好まし
い。傾斜角（ａ）は、より好ましくは３０°～４７°であり、さらに好ましくは４４°～
４６°である。
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【００３７】
　ラインパターン１００の第２側面１００ｂは、画面から出射する光が車両の乗員に効率
よく到達できるように、前記一つの面に対して垂直に形成することができる。本発明にお
いて、「垂直」とは、数学的に垂直である場合のみならず、実質的に垂直である場合も含
む。ここで、「実質的に垂直」とは、通常的に垂直として認められる程度を意味し、例え
ば、面に対してその傾斜角が８０°～１００°の場合であってもよい。この観点から、前
記第１側面１００ａと第２側面１００ｂとは、ラインパターン１００の先端で稜部を形成
することが好ましいと言える。
【００３８】
　光反射層１１０の素材は、光を反射できる素材であれば特に制限されないが、例えば金
属層であってもよい。
【００３９】
　光反射層１１０の厚さ（ｄ）は、１００～８００ｎｍ、好ましくは２００～６００ｎｍ
、より好ましくは２００～３００ｎｍ、であると、車窓への画面の反射を防止するととも
に、画面視認性向上の効果を最大化できる。
【００４０】
　一方、ラインパターン１００の幅（ｐ）（ラインパターンの長さ方向に直交する方向の
パターンの大きさ）は、１０～２００μｍ、好ましくは１０～１５０μｍ、であると、車
窓への画面の反射を防止するとともに、画面視認性向上の効果を最大化できる。
【００４１】
　ラインパターン１００間の距離（Ｌ）は、本発明の効果を示すことができる範囲内であ
れば特に制限されず、例えば０～２００μｍであってもよく、好ましくは０～１００μｍ
であってもよい。前記距離（Ｌ）が０である場合とは、ラインパターン１００が間隔なし
に互いに密着して形成されている場合を意味する。
【００４２】
　本発明において、ラインパターン１００間の距離（Ｌ）と前記ラインパターン１００の
幅（ｐ）との比は、Ｌ：ｐ＝１：１～１．４であり、好ましくは１：１．２～１．３、で
あると、画面の反射を防止するとともに、画面視認性向上の効果をさらに高めることがで
きる。
【００４３】
　本発明の他の実施形態では、図４に示すように、光反射層１１０の上に遮光層１２０を
さらに備えてもよい。外部から入射する太陽光は光反射層１１０で反射するが、その一部
が車両の乗員に到達し、画面視認性を低下させることがある。しかし、遮光層１２０を備
えると、太陽光の反射を防止することによって、画面視認性をさらに改善できる。
【００４４】
　遮光層１２０は、当分野で公知の材料を特に制限なく用いることができるが、例えば、
ブラックマトリックス（ＢＭ）材料を用いることができる。
【００４５】
　以下では、本発明の反射型光制御フィルムの製造方法の実施形態について詳細に説明す
る。但し、下記の実施形態は、本発明の反射型光制御フィルムを製造するための好適な実
施形態であり、本発明の反射型光制御フィルムの製造方法はこれらに限定されない。
【００４６】
　本発明の反射型光制御フィルムの製造方法の一実施形態では、透明フィルムの一つの面
に前述の突出したラインパターンを形成するステップと、前記ラインパターン上に光反射
層を形成するステップと、ラインパターンの傾斜した第１側面以外の部分の光反射層を除
去するステップと、を含むことができる。
【００４７】
　まず、透明フィルムの一つの面に、前述の突出したラインパターンを形成する。
【００４８】
　透明フィルムとしては、当分野で公知の透明フィルムを特に制限することなく用いるこ
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とができる。例えば、
　ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンイソフタレート、ポリブチレンテレフタレ
ート等のポリエステル系フィルム；
　ジアセチルセルロース、トリアセチルセルロース等のセルロース系フィルム；
　ポリカーボネート系フィルム；
　ポリメチル（メタ）アクリレート、ポリエチル（メタ）アクリレート等のアクリル系フ
ィルム；
　ポリスチレン、アクリロニトリル－スチレン共重合体等のスチレン系フィルム；
　シクロオレフィン、シクロオレフィン共重合体、ポリノルボルネン、ポリプロピレン、
ポリエチレン、エチレンプロピレン共重合体等のポリオレフィン系フィルム；
　塩化ビニル系フィルム；
　ナイロン、芳香族ポリアミド等のポリアミド系フィルム；
　イミド系フィルム；
　スルホン系フィルム；
　ポリエーテルケトン系フィルム；
　硫化ポリフェニレン系フィルム；
　ビニルアルコール系フィルム；
　塩化ビニリデン系フィルム；
　ビニルブチラル系フィルム；
　アリレート系フィルム；
　ポリオキシメチレン系フィルム；
　ウレタン系フィルム；
　エポキシ系フィルム；
　シリコン系フィルム
　等が使用可能であるが、これらに限定されるものではない。
【００４９】
　透明フィルムの一つの面に突出したラインパターンを形成する方法としては、突出した
ラインパターンの形状を有する金型に透明フィルム形成用樹脂を充填し、硬化／乾燥して
製造する方法、または、製造された透明フィルムの一つの面に対し、突出したラインパタ
ーンに対応する陰刻パターンをプレスにより転写して製造する方法、などがある。
【００５０】
　次に、前記ラインパターン上に光反射層を形成する。
【００５１】
　光反射層として金属層を用いる場合は、蒸着法を用いることができる。蒸着法は平滑な
表面が得られるため好ましい。
【００５２】
　次に、ラインパターンのうち、傾斜した第１側面以外の部分に形成された光反射層を除
去する。
【００５３】
　このときの方法は、微細パターンの特定の領域から光反射層を効率よく除去できる方法
であれば特に制限されないが、例えば、金属層が蒸着されている場合は、イオンミリング
法を採用することができる。イオンミリング法を採用すると、正確な操作が可能となるの
で、傾斜した第１側面以外の部分の光反射層を効率よく除去することができる。
【００５４】
　本実施形態では、必要に応じて、傾斜した第１側面の光反射層上に遮光層を形成するス
テップをさらに含んでもよい。遮光層は、第１側面以外の部分に形成された光反射層を除
去するステップの前に形成された後に前記除去ステップにおいてその一部が光反射層とと
もに除去されてもよく、または、前記除去ステップの後に残存する光反射層のみに形成さ
れてもよい。
【００５５】
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　以下、本発明の理解を助けるために好適な実施例を提示するが、これらの実施例は本発
明を例示するものに過ぎず、添付の特許請求の範囲を制限するものではない。これらの実
施例に対し、本発明の範疇および技術思想の範囲内で種々の変更および修正を加えること
が可能であることは当業者にとって明らかであり、これらの変形および修正が添付の特許
請求の範囲に属することも当然のことである。
【００５６】
　（実施例１～２７）
　突出したライン状のパターンを有するフィルムを製造できる金型内に透明アクリル樹脂
を充填し、図２に示すような突出したライン状パターンを有するフィルムを製造した。前
記フィルム上に金（Ａｕ）を蒸着した後、斜面以外の部分に蒸着されている金（Ａｕ）を
、イオンミリング法により除去した。パターンの具体的な寸法は、下記表１に示す通りで
ある。
【００５７】
　（透過率の測定）
　実施例１～２７に対して、視野角ごとの透過率（％）を測定し、その結果を下記表１に
示した。視野角は、図５に示すように、フィルムに対して垂直な方向を「０°」と定義し
た。また、図５において、フィルムに対する垂直線から、左側に４５°の方向を「－４５
°」、右側に４５°の方向を「４５°」、と、それぞれ定義した。視野角ごとの透過率（
％）とは、光制御フィルムの前記他方の面からフィルムに対して垂直に照射した光につい
て、前記の「０°」、「－４５°」、「４５°」の各方向から見た場合の透過率（％）を
表す。
【００５８】
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【表１】

【００５９】
　表１に示した測定結果より、本発明の反射型光制御フィルムは、光反射層を備える第１
側面の透過率が著しく低いことから（視野角が－４５°の場合の透過率が低いことから）
、画面の車窓への反射がほとんど発生せず、太陽光による視認性の低下が防止されている
と判断できる。
【００６０】
　一方、車両の乗員が見る方向である視野角が０°の場合の透過率は高く、画面視認性が
優れているものと判断できる。
【００６１】
　参考として、実施例１２のフィルムのＳＥＭ写真を図６（上面写真）および図７（断面
写真）に示す。図７において、斜線状の明るい箇所は、第１側面上に形成された金（Ａｕ
）が蒸着された光反射層である。ＳＥＭ写真撮影のために、光制御フィルム上にオーバー
コート層を塗布して断面写真を撮影しているので、同じ有機物である光制御フィルムとオ
ーバーコート層との境界は示されておらず、光反射層のみが区別されている。
【符号の説明】
【００６２】
　　１０　：　反射型光制御フィルム



(10) JP 2018-5234 A 2018.1.11

　１００　：　ラインパターン
　１００ａ：　ラインパターンの第１側面
　１００ｂ：　ラインパターンの第２側面
　１１０　：　光反射層
　１２０　：　遮光層

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】
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